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１．知財の価値評価と知的財産推進計画との関係

知的財産戦略本部では，知的財産推進計画の策定を

通じて知財の価値評価に関連する施策を推進してき

た。2003 年 7 月に同本部が決定した最初の計画であ

る「知的財産の創造，保護及び活用に関する推進計画」

においても，「知的財産の価値評価手法を確立する」と

いう施策項目が見られる。これを受けて，2004 年 6 月

に経済産業省から「知的財産（権）の価値評価手法の

確立に向けた考え方 中間論点整理」が公表されるな

どの成果を上げてきた。

その後の社会構造や知財制度の変化などを受け，知

財の価値評価，特に侵害訴訟における損害賠償額の評

価の適正化に関する議論が高まり，2017 年 5 月に知的

財産戦略本部が決定した「知的財産推進計画 2017」に

おいて，「ビジネスの実態やニーズを反映した適切な

損害賠償額・知財価値評価の実現」という施策項目が

設けられた。これを受けて，2017 年 11 月に「知財の

ビジネス価値評価検討タスクフォース」（以下，単に

「タスクフォース」という。）を知的財産戦略本部のも

とに設置し，7回にわたる会合を経て 2018 年 5 月に報

告書をとりまとめた(1)。

２．知財の価値評価における課題

知財の価値は「相対的」と言われるように，当該知
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知財は経営資源の一つであり，企業や事業が価値を創造する一連のプロセス，すなわち「価値創造メカニズ

ム」に組み込まれることにより，新たな経済的価値や社会的価値の創出に貢献するものである。したがって，

知財の価値評価は，本来的に価値創造メカニズムとの関係において行う必要があり，このように評価される知

財の価値のことを「知財のビジネス価値」と称することにした。

過去の実績が将来の実績に連動することが約束されない21世紀型社会では，知財のビジネス価値評価の前

提となる価値創造メカニズムの把握は，「これまで」のもののみならず「これから」のものについても行う必要

がある。しかしながら，価値創造メカニズムの把握は容易なことではなく，特に「これから」の価値創造メカ

ニズムについては，考えられていなかったり，考えられていても経営者の頭の中だけにあったりというケース

が珍しくない。そこで，将来の価値創造メカニズムを構想（デザイン）するためのツールとして，また，価値

創造メカニズムの把握・構想を適切に行うためのコミュニケーションツールとして，「経営デザインシート」が

提案された。

本稿では，「経営デザインシート」について紹介するとともに，知財の価値が低く見積もられているのではな

いかと評される原因の一端についても触れつつ，知財のビジネス価値評価の考え方について説明する。そし

て，日頃から知財のビジネス価値評価を行うことの重要性についても言及する。
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財を誰が保有し，その者が当該知財をどのように活用

して価値創造を行うかにより，その評価結果は大きく

異なる。前述の「知的財産（権）の価値評価手法の確

立に向けた考え方 中間論点整理」においても，「本来

価値評価は，有機的に組織化された事業の『事業価値』

を基本に算定されるべきである。」と説明されている。

しかしながら，実務の現場では，売買価格や担保価

値，ライセンス料及び貸借対照表に掲載する無形資産

を算定する場面で知財の価値評価を行うことが多いこ

となどを受け，権利それ自体に着目して価値（特に，

交換価値）の評価が行われる場面が多いように見受け

られる。例えて言うならば，特許権 A を店頭に並べ

る際の値札付けをすることに相当する。これでは，誰

が権利者であるかについては比較的容易に把握できる

ものの，誰が特許権Aを取得するかは不明であり，ま

た，権利者の事業において特許権 Aがどのように活

用され，今後どのように活用される見込みであるのか

を把握することは通常困難である。よって，特許権A

の価値を事業との関係で評価することはできない。仮

に，権利者の事業で特許権 Aがどのように活用され

ているのかを把握できても，特許権 Aを当該事業と

切り離して流通させようとすれば，事業に対する特許

権 Aの貢献が高ければ高いほど，その価値が希釈さ

れるようになるのは明らかであろう。

このようなことが，「知財の価値が低く見積もられ

ている」と評される原因になっているのではないかと

の認識のもと，「知財のビジネス価値」という新たな表

現を導入し，知財の価値を，企業や事業の活動や当該

活動によって創造又は提供される価値との関係で評価

する際の考え方（6．で詳述）について，タスクフォー

スで検討することとした。

なお，タスクフォースでの検討に当たっては，「知

財」について，知的財産基本法の「知的財産」の定義

に準拠し，「人間の創作的活動により生み出されるも

の，商標，商号その他事業活動に用いられる商品又は

役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に

有用な技術上又は営業上の情報」と定義した。そし

て，「知財」をできるだけ広く捉えることとし，「人間

の創作的活動により生み出されるもの」や「事業活動

に有用な技術上又は営業上の情報」には，企業理念，

ビジネスモデル，組織文化・組織風土等を含むものと

解することとした。したがって，本稿においても同様

な定義・解釈にて「知財」との用語を使用する。

３．社会構造の変化に伴う無形資産の重要性の上昇

知財のビジネス価値の考え方の説明に入る前に，社

会構造の大きな変化に伴い，企業価値や事業価値に占

める知財を含む無形資産の重要性が増していることに

ついて確認しておきたい。

20世紀型社会と 21世紀型社会の大きな違いの一つ

は，社会変革の主導権が供給側から需要側に移転した

ことにある。20世紀型社会の下では，旺盛な需要に供

給力が追い付かない状況であり，よりよいモノやサー

ビスを供給すれば市場に浸透してビジネスが成立し，

社会が豊かになってきた。このような社会では，いち

早く市場を維持・確保するための大規模な製造設備，

そのための土地といった有形資産が価値創造において

重要となる。

しかしながら，21世紀型社会の下では，モノやサー

ビスが溢れ，低廉又は高品質であっても需要側から選

択されない限り，それらは市場に浸透せずビジネスも

成り立たない。このように需要側に選択権が移行した

ことで，需要側の価値観はますます多様化する傾向に

ある。また，人工知能やロボットに代表される技術革

新によりモノやサービス自体も高度化・複雑化してい

る。しかも，モノやサービスは国境を越え，世界的規

模で同様な現象が発生している。このような社会で

は，需要側の多様なニーズにマッチしたモノやサービ

スを提供するというアプローチのみならず，モノや

サービスの提供を通じて共感を生み，需要側が「こう

いうものが欲しかったんだ」といったように自らの潜

在的ニーズ（ウォンツ）に気付かされるようなアプ

ローチも求められる。この共感を生み出す源泉となる

のがテクノロジー，デザイン，ブランド，データ，コ

ンセプト，ビジネスモデルといった無形資産であり，

21世紀型社会の価値創造においてその活用が不可欠

となっている(2)。

４．企業や事業における価値創造メカニズムの見

える化

（１） 非財務情報の見える化の重要性

知財のビジネス価値を評価するには，その前提とし

て，企業や事業がどのように価値を創造しているのか

の一連のプロセス，すなわち「価値創造メカニズム」

を把握する必要がある。

企業又は事業自体の価値やそれらから生まれる価値

の見える化の手段として，広く用いられているのは財

知財のビジネス価値評価と経営デザインシート

パテント 2019 Vol. 72 No. 2− 32 −



務情報である。いわゆる財務三表（貸借対照表，損益

計算書，キャッシュフロー計算書）や，ROE（自己資

本利益率），ROA（純資産利益率）及び ROIC（投下資

本利益率）といった KPIを媒介として見える化する

のが典型的である。この財務情報は，企業や事業の過

去の価値創造の実績を表す成績表といえる。

20世紀型社会における企業や事業の成長は改善・改

良の延長線上にあることが多く，過去の実績に基づい

て将来を予測することが可能であった。すなわち，過

去の実績の線形回帰を行った延長線上に将来の業績が

あることを予見でき，財務内容が良好な企業の多く

は，将来の業績も良好であることが見込まれた。

しかしながら，21世紀型社会は，いわゆる破壊的イ

ノベーションの発生や需要側の価値観又はニーズの変

化に伴い「ビジネスモデルの変革」が求められ，過去

の実績が将来の業績に連動することが約束されない社

会である。財務情報の重要性に今後も変化はないが，

財務情報のみに着目しては将来を見誤ってしまう。将

来の予測を行うためには非線形回帰のようなアプロー

チで必要があり，しかも考慮すべきパラメータも金銭

的価値というスカラーな情報に限られない。非財務情

報を用いて，非線形の強さを見積もりつつ複数の非財

務パラメータに基づいて予測することが求められるの

である。

（２） 価値創造メカニズムの見える化

このような背景を受け，非財務情報や無形資産の見

える化の取組みも，統合報告，知的資産経営報告，

ローカルベンチマークに代表されるように進められて

いる。これら 3つの取組みでは何れも，価値創造メカ

ニズムの見える化についても着目している。

しかしながら，国内外の企業に非財務情報開示の課

題について問うアンケート調査の結果，「非財務情報

を将来の企業価値と結び付けて開示・説明すること

（約 62%）」，「本業のビジネスと非財務情報を関連付け

ること（約 54%）」が 2 大課題であることが報告され

ている(3)。このように，非財務情報との関係において

価値創造メカニズムを見える化することは，多くの企

業にとって容易なことではないのである。

そこで，価値創造メカニズムを「資源を確保し，そ

れらを組み合わせ，ユーザーの求める価値を創出し，

提供する一連の仕組み」と単純化し，これを関数的に

捉えて，図 1 に示すようなモデルで表現することを提

唱した。すなわち，使える資源（X）を入力，提供する

価値（Y）を出力とする関数（F）により，Y＝ F（X）

と表現されるモデルである。ここで，関数（F）は一種

の変換器であって，ビジネスモデルやその群に相当す

る。

図 1 価値創造メカニズムのモデル

資源（X）としては，前述の無形資産の重要性の上

昇に鑑み，有形の資源のみならず，知財を含む無形の

資源についても意識することが求められる。また，

オープン・イノベーションを新たな価値創造の手段と

して活用する観点からも，自らの資源のみならず他者

の資源についても意識することが必要である。

提供する価値（Y）としては，企業活動を持続可能

なものとする観点からも，経済的価値のみ着目するの

ではなく，例えば社会的価値についても着目し，社会

的課題の解決を本業に取り込み，それを通じて経済的

な成長を実現していくようなことが求められる。知的

財産戦略本部に設置された専門調査会において，2025

年から 2030 年という将来を見据えながら検討がなさ

れた結果，2018 年 6 月に取りまとめられた「知的財産

戦略ビジョン」においても，経済的価値以外の多様な

価値が包摂される「価値デザイン社会」を，目指すべ

き社会の姿として提示している。

このように，資源（X）及び提供する価値（Y）はい

ずれも多変数であることから，価値創造メカニズムの

モデルY＝ F（X）は，行列の演算として観念される。

５．経営デザインシート

（１） 基本的な構造

21世紀型社会は，前述のように「ビジネスモデルの

変革」が求められる社会である。そのような社会にお

いて価値創造メカニズムを見える化する場合，「これ

まで」の価値創造メカニズムを見える化するだけで

は，変革の方向性がわからず不十分である。よって，

「これから」の価値創造メカニズムも見える化する必

要がある。しかしながら，「これから」の価値創造メカ

ニズムについては，考えられていなかったり，考えら

れていても経営者の頭の中だけにあったりというケー
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図 2 経営デザインシートの基本的な構造

スが珍しくないのが実情である。

そこで，「これから」の価値創造メカニズムを構想

（デザイン）し見える化するための思考補助ツールと

して，図 2 に示す「経営デザインシート」が開発され

た。この経営デザインシートは，環境変化に耐え抜き

持続的成長をするために，自社や事業の

（Ａ） 存在意義を意識した上で，

（Ｂ）「これまで」を把握し，

（Ｃ） 長期的な視点で「これから」の在りたい姿を

構想し，

（Ｄ） それに向けて今から何をすべきか戦略を策定

する

ことを，外部要因も考慮しながらできるように構成さ

れたワークシートである。そして，（B）と（C）の事項

を行うにあたっては，図 1 に示した価値創造メカニズ

ムのモデルを活用している。これにより，現在のみな

らず将来の価値創造との関係で，経営資源，ビジネス

モデル及び外部要因等の関係（統合報告でいうところ

の「コネクティビティ（connectivity）」）を捉えること

ができるようにされている。

経営デザインシートには，いくつかの特徴がある。

第一に，最大の特徴は，上記（A）〜（D）の事項を

1枚のワークシートを通じて行えるように設計されて

いる点である。単に作業量を減らすという効果のみな

らず，価値創造メカニズムおいて何が本質的に重要で

あるのか（統合報告でいうところの「マテリアリティ

（materiality）」に相当）の見極めができるようにされ

ており，作業完了時には，企業や事業のいわば骨格に

あたる部分が一覧できるようになっている。

第二に，財務情報を記載する欄を敢えて設けていな

い点である。これは，財務情報を意識しすぎることに

より，在りたい姿の構想が保守的となることを防止す

るためである。もちろん，何らかの財務情報を記載し

た方が価値創造メカニズムを説明しやすいというケー

スもあろうから，記載をしてはならないというもので

はないが，そうした財務情報にこだわりすぎないほう

がよい。

第三に，経営資源としての知財を記載する欄を設け

るとともに，ビジネスモデルにおいて知財の果たす役

割を記載する欄も設けた点である。経営デザインシー

トにおいて知財の果たす役割を記載するということ

は，6（1）で述べるように，定性的に知財のビジネス

価値を評価した結果を記載することに他ならない。こ

れらの欄の存在により，経営に知財を活かす取組みが

実践されることが期待される。

（２） 三種類の経営デザインシート

経営デザインシートには，「全社用」，「事業用」及び

「事業が 1 つの企業用」の三種類が存在する。いずれ

も，上記（A）〜（D）の 4 つの事項を 1枚のワーク

シートを通じて行えるように設計されている点におい

て共通している。
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まず，「全社用」は，複数の事業を有する企業が活用

することを念頭に，全社レベルの価値創造メカニズム

を構想し，見える化するためのシートである。図 1 に

示した価値創造メカニズムのモデルの関数（F）に相

当する部分については，ビジネスモデル群，具体的に

は事業ポートフォリオ（各事業の相互関係等）を記載

することとしている。

つぎに，「事業用」は，複数の事業を有する企業が活

用することを念頭に，各事業レベルの価値創造メカニ

ズムを構想し，見える化するためのシートである。図

1 に示した価値創造メカニズムのモデルの関数（F）に

相当する部分については，ビジネスモデルを記載する

こととしている。

最後に，「事業が 1つの企業用」は，事業が 1つであ

る企業が活用することを念頭に，「全社用」の（A）の

部分と，「事業用」の（B）〜（D）の部分とを組み合わ

せたシートである。

（３） 活用類型及び活用効果

経営デザインシートは，シートに用意された記入欄

を埋めて完成させることが目的ではなく，これを媒介

として，価値創造メカニズムの把握・構想や，それを

適切なものとするための対話を行うことを目的として

作成するものである。すなわち，経営デザインシート

は，将来構想（デザイン）ツールであると同時に，コ

ミュニケーションツールでもある。

経営デザインシートを実際に作成してみるとすぐに

理解いただけるが，このシートを一人で作成すること

は容易なことではない。自らの強み，弱みについて，

本人が気付いていない，気付けないということは珍し

いことではない。また，ある特定の欄については，他

の部署や担当者，場合によってはステークホルダーに

確認しないと記載できないというものもあろう。

対話の類型としては，以下のようなものが想定され

る。もちろん，これに限られるものではない。

・経営者，経営企画部門 ⇔ 知財管理部門，研

究開発部門

・社内取締役 ⇔ 社外取締役

・経営者 ⇔ 次の経営者

・ベテラン社員 ⇔ 若手社員

・企業 ⇔ 弁理士を含む士業の方

・企業 ⇔ 金融機関，投資家

・企業 ⇔ その取引先企業

このような対話を通じて，将来構想や対話の促進と

いう経営デザインシート作成の目的が達成できるだけ

ではなく，経営資源の配分の最適化，知財戦略の策定，

部署間調整の円滑化，社員のモチベーションの向上，

円滑な事業承継，オープン・イノベーションの促進，

投融資の円滑化といった効果が得られることが期待さ

れる。

（４） 記載要領（構想要領）

経営デザインシートの記載順は特に決まっておら

ず，書けるところから記載すればよい。ただ，一般的

には，企業理念／事業コンセプト（（A）の部分）を意

識した上で，これまでの価値創造メカニズムの棚卸し

をすること（（B）の部分）から始めるとよい。そして，

これからの価値創造メカニズムをターゲットとなる時

期を設定したうえで構想し（（C）の部分），これまでか

らこれからへの移行戦略を練り上げていく（（D）の部

分）とよいだろう。

これからの価値創造メカニズムを構想する場合，ビ

ジネスモデルを大きく変革することが前提であれば，

「提供する価値」の欄から書き始め，バックキャストし

ていくようなイメージになると思われる。この「提供

する価値」の設定にあたっては，「知的財産戦略ビジョ

ン」の中で示された将来における価値（多様性，リア

ル等）や，国連が定めた SDGs（持続可能な開発目標）

が参考になるであろう。

ただ，経営デザインシートを実際に作成してみると

すぐに経験できるが，（C）の部分と（D）の部分，（C）

の部分と（B）の部分とは，何度も行き来しながら修正

することになり，その影響を受けて，その他の欄の記

載も修正するということが起こるはずである。各欄の

存在により，作成作業を通じて価値創造メカニズムに

対する気付きが得られるように工夫されている。

より詳細については，「経営デザインシート 記載

要領」を参照されたい(4)。

６．知財のビジネス価値評価

知財は経営資源の一つであり，価値創造メカニズム

に組み込まれることにより，新たな経済的価値や社会

的価値の創出に貢献するものであるから，知財の価値

評価は，本来的に価値創造メカニズムとの関係におい

て行う必要がある。このように評価される知財の価値

のことを「知財のビジネス価値」と称することにした。
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代表的役割（小分類の例） 知財の例

表 1 知財がビジネスにおいて果たす代表的役割

代表的役割（大分類）

従業員のモチベーション

向上

自信の獲得／愛社精神の向上／貢献欲・名誉欲の充足 知財権／企業理念／組織文化・風土

外部からの評価・信頼の

獲得・向上

対外認知の獲得／実現可能性の向上／将来性の認知 知財権／企業理念／組織文化・風土

直接的収益の確保 ライセンス収入／売却収入／価格優位性の確保／コスト優位性の

確保

知財権／データ／技術認証／ライセ

ンス契約

ビジネスモデルの実現・

維持・発展

他者との連携の促進／交渉力の向上／事業の自由度の確保／市場

への新規参入の切符，模倣排除による競争優位性の確保／顧客ロ

イヤルティの強化／戦略や製品等の企画の素材／製品・サービス

の付加価値の向上／オープン化による市場の拡大

知財権（特許，意匠，商標，著作権，

営業秘密）／ノウハウ／データ／技

術標準／ライセンス契約／ルール／

企業理念／組織文化・風土

ビジネスの創出 ビジネスモデル／企業理念／組織文

化・風土

表 2 代表的な金銭的定量評価の手法

利益分割法
事業から得た利益（現在価値）を対象知財の貢献度に応じて配分し，

対象知財の価値を求める方法

超過収益法
経済的利益から知財に帰属する部分（超過収益）を算出し，現在価値

に割引いて対象知財の価値とする方法

インカムアプローチ

ロイヤルティ免除法

対象知財を第三者からライセンスされているものと仮定した場合に，

当該第三者へ支払うことが想定されるロイヤルティコストを，類似す

るライセンス契約から推定する方法

マーケットアプローチ 類似取引比較法
過去に実際に売買された類似知財の売買価格を参考にして，対象知財

の価値を類推する方法

取替原価法

コストアプローチ

歴史的原価法
対象知財を現在の状態に到達させるために負担されてきたすべての支

出原価の合計にて評価する方法

対象知財と類似の特性を持った知財を再び創出するために必要な負担

額を見積もり評価する方法

前置きが長くなったが，これまでの説明を通じて，

企業や事業における「これまで」と「これから」の価

値創造メカニズムの把握ができているという，21世紀

型社会において知財のビジネス価値を評価する前提が

ようやく整った。

価値の評価には，定性的評価と定量的評価があり，

また，定量的評価は金銭的評価とそれ以外の評価に分

かれるので，その順に説明をする。

（１） 定性的価値評価

知財のビジネス価値を定性的に評価するということ

は，価値創造メカニズムに組み込まれた知財が価値創

造にどのように貢献しているかを言語化することであ

る。タスクフォースの報告書では，知財が価値創造メ

カニズムにおいて果たす役割に着目して評価すること

を提唱している。必要に応じて，その貢献度の段階的

評価（ランク付けなど）を行うこともあろう。知財の

内容自体や権利の状態を評価することではないことに

留意されたい。

知的財産権について説明する教科書等には，知的財

産権とは知財を独占的に利用しうる排他的権利といっ

た説明がなされていることが多いことから，知財が価

値創造メカニズムにおいて果たす役割としては，ま

ず，模倣の排除による競争優位性の確保といったもの

が想起されるかもしれない。製薬の分野など，一製品

一特許型の市場では，このような役割が妥当する。し

かしながら，一製品多特許型の市場では，当該市場の

維持に必要な知財の全てを自ら調達することは現実的

に不可能である。したがって，他者との連携の促進や

交渉力の向上などといった役割を通じて，知財は価値

創造に貢献することになる。タスクフォースでの議論

を通じてまとめた知財がビジネスにおいて果たす代表

的役割について，表 1に掲載する。

ここで，よく寄せられる質問について答えておきた

い。知財のビジネス価値を評価することについて説明

すると，「いわゆる防衛特許や事業で使用されていな

い特許の価値はゼロになるのか」という質問をされる

ことが多い。しかしながら，防衛特許も，当該特許の

存在により他者による市場参入を防止し，価値創造に

貢献しているのであればビジネス価値を有する。ま

た，自らの事業で使用されていない知財も，その知財

が他者のビジネスに組み込まれることによって価値創
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図 3 知財のビジネス価値の金銭的評価の考え方の一例

造に貢献するのであれば，当該他者の事業との関係に

おいてビジネス価値を有する。さらに，現時点で価値

創造に貢献していない知財も，事業計画に組み込ま

れ，将来，価値創造に貢献することが見込めるのであ

れば，将来のビジネス価値を求めることができる。

（２） 定量的価値評価（金銭的価値評価）

知財のビジネス価値を定量的に評価するということ

は，価値創造メカニズムに組み込まれた知財が，当該

メカニズムに全体としてどの程度の効果を及ぼしてい

るのかを数値化することである。これを行うために

は，知財のビジネス価値が定性的に評価されているこ

とが前提となろう。

知財の価値を金銭的に評価する手法としては，表 2

に示すコストアプローチ，マーケットアプローチ，イ

ンカムアプローチが従来から知られている。いずれの

算出方法を利用するかは，評価の目的や場面に応じて

適宜選択することになる。このうち，知財のビジネス

価値を評価する際に親和性が高いのは，インカムアプ

ローチであると考えられる。

タスクフォースの報告書では，金銭的価値評価の手

法として，以下の 4つの考え方が示されている。

①事業に関連する知財を一体として捉えた定量評価

②市場への参入の切符としての役割を果たす特許の

定量評価

③ブランドによる価格プレミアムに着目した定量評価

④特許によるコスト低減額に着目した定量評価

本稿では，このうち①について図 3 を用いて説明す

る。

図 3 では，事業として牛を飼育しながらミルクを出

荷する牧場経営を想定している。そして，ミルクの商

標や搾乳技術に関する特許（図 3 では牧場を囲う杭で

表現），さらには牧場主が有する飼料配合に関するノ

ウハウを経営資源として，事業を維持・発展させるた

めに活用している。

実務の現場で多く行われている知財の価値評価は，

複数の杭の中から特定の杭を選択し，これを牧草地か

ら外して売却する場合の価格や，他者に貸すためのラ

イセンス料を算出することして行われている。しかし

ながら，このような評価では，杭が牧場や牧場主とは

切り離されてしまい，牧場で牛を飼っていようが馬を

飼っていようが，牧場主が高度なノウハウを持ってい

ようがいまいが，関係がなくなってしまう。その結

果，事業において価値創造に貢献している知財も貢献

していない知財も，その評価結果に差が生じることは

ない。これでは，知財を事業に活用している事業者か

ら，知財の価値が適正に評価されていないといった不

満が生じるのも当然であろう。なお，特許権侵害訴訟
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において，特許法 102条第 3 項の規定に基づいて損害

賠償請求をする場合にも，同様な問題が生じている可

能性がある。

一方，タスクフォースの報告書では，以下のような

考え方を採用することで，知財のビジネス価値を評価

できるとしている。

まず，事業において価値創造に一定の役割を果たし

ている知財（杭）を一体のものとして捉える。そして，

この事業の価値を適切な計算手段により算出する。こ

の算出された事業価値には，一体のものとして捉えた

知財が貢献したことにより生じた価値が含まれるはず

であり，その貢献度を事業価値に乗算することで知財

のビジネス価値が求められる。しかしながら，この貢

献度を合理的な説明を付して算出することは難し

い(5)。そこで，この事業を将来にわたり継続する場合

において，知財を維持できた場合と維持できなかった

場合（典型的には，知財が侵害された場合）とのそれ

ぞれについて，事業価値を上記の計算手段と同じ手段

で計算する。そして，これらの計算の結果として両事

業価値の間に差が生じた場合，その差は知財の貢献に

より生じたものと考えられることから，その差を以て

知財のビジネス価値とするという考え方である。な

お，この考え方は一例に過ぎないことに留意された

い。

（３） 定量的価値評価（金銭以外の指標による評価）

知財のビジネス価値の定量的評価は，当該知財が価

値創造メカニズムに全体としてどの程度の効果を及ぼ

しているのかを数値化すればよいのであるから，金銭

的に数値化することにこだわる必要はない。金銭的価

値評価が困難な場合や適切でない場合には，価値創造

メカニズムに及ぼす効果を類推可能な指標を用いれば

よい。但し，価値創造メカニズムによって適切と考え

られる指標は変わるので，このような指標を設定する

場合には，当該指標を採用した理由を客観的に説明で

きるようにしておくことが求められる。

表 3にタスクフォース報告書に挙げられた指標の例

を示す。これらの指標はあくまでも例示に過ぎず，評

価の場面に応じて適切と考えられるものを設定すべき

であることに留意されたい。

表 3 定量的価値評価に用いることができる指標の例

指標例

● 半導体事業において，保有特許を活用することによる仕

損率の低下割合

● 自社事業を強化・拡張するためにライセンスアウトして

いる件数

● 自社の保有知財を利用した製品等（ライセンスした他社

による実施を含む）の市場シェア

● ブランドが確立している場合，ブランドによる価格プレ

ミアム率

● ベンチャー企業において，保有する知財が評価されるこ

とで呼び込めた投資額

● 中小企業において，①大企業との取引比率と，②自社製

品における非OEMの構成比率（例えば，①と②のいず

れも高い場合は知財貢献度が高い）

● 自社保有及び提携関係形成により利用可能となった知財

の数

● IT業界等の標準化が進められている業界の事業におい

て，標準必須特許（SEP）が市場参入のために必要な場

合，市場の SEPの総数に対する自社の保有 SEP 数の割

合

● 電気機器・精密機器事業において，事業に必須となる特

許（事業を実施する際に実施せざるを得ない特許）の総

数に対する自社の保有特許数の割合

７．今後の展開及びこれまでの反応

「未来投資戦略 2018」（平成 30 年 6 月 15日閣議決

定）には，知的財産・標準化戦略の一環として新たに

講ずべき具体的施策として「『経営デザインシート』

（平成 30 年 5 月 9 日知的財産戦略本部）等の普及，投

資家向けの報告書や金融機関による事業性評価等での

活用促進を通じて，企業が知財の価値を評価しつつ将

来のビジネスを構想する取組を推進する。」と定めら

れている。また，「知的財産戦略ビジョン」においても

「価値創造メカニズムの見える化とそれを活かした組

織経営」が掲げられ，「知的財産推進計画 2018」におい

ても「知財のビジネス上の価値評価」が重点事項の最

初の項目として掲げられている。

これらを受け，2018 年度は，各種講習会やセミナー

の開催，メディアを活用した広報などを通じて，経営

デザインシートやその背景にある考え方の普及啓発に

取り組んでいる。弁理士の皆様を対象とする講習会

も，経営デザインシートの作成体験を含む形で 9月と

11 月に開催し，多くの方に受講いただいた。また，昨

年度に引き続いてタスクフォースでの議論を継続し，

普及啓発の在り方や経営デザインシートの改善に向け

た検討を行っている。

これまでの普及啓発活動を通じて，経営デザイン

シートに対して，以下のような意見が寄せられてお
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り，概ね好意的に受け止められているものと理解して

いる。

（企業から寄せられた主な意見）

・議論や対話の契機になる

・知財も考慮しながら経営や事業について考えら

れる

（企業支援者（金融機関以外）から寄せられた主な意見）

・1枚で作業・表現できる点が魅力である

・企業の現在及び将来の姿のコアな部分を把握，

イメージ，提示するのに適している

・企業の意欲や実力を把握しやすい

（金融機関から寄せられた主な意見）

・経営デザインシートの考え方は，本業支援，融

資を目的とした事業性評価，お客様との対話の

促進に役立つ

また，実際に存在する企業や事業を対象に作成され

た経営デザインシートの公表についてのニーズが高い

ことから，公表事例を増やすための取組みも行ってい

る。さらに，平成 30 年度中に，経営デザインシートを

作成する際に参考とすることができるテキストの作成

も予定している。

加えて，日本弁理士会をはじめいくつかの団体で，

経営デザインシートの考え方の理解やその活用に向け

た取組みを始めていただいている。

８．日頃からの評価の重要性

知財のビジネス価値評価について理解された本稿読

者の皆様が行うべきことは，ビジネスで活用してい

る，あるいは活用しようとしている知財のビジネス価

値を日頃から評価し，その結果を組織内で共有したり

対外的に公表したりすることである。

評価結果を日頃から組織内で共有することにより，

知財を組織内で戦略的に維持・管理できるようにな

る。また，金融機関から事業性評価に基づく融資を受

ける際にも，知財が事業において果たす役割を的確に

説明できるようになり，融資等の実行につながる可能

性が高まるであろう。さらに，当該知財を処分した

り，当該知財に基づく損害賠償請求を行ったりする場

合にも，慌てることなく適正に金銭的価値を算出でき

るようになるはずである。知財部門の立場からすれ

ば，部門の存在意義を経営層に対して説明できるよう

になり，仮に当該部門単体でみた場合の収支が赤字で

あっても，企業や事業の活動に対する貢献が目先の赤

字額以上のものであることを示せるようになるであろ

う。

また，評価結果をその根拠（価値創造メカニズム等）

とともに日頃から対外的に公表していれば，第三者か

らの評価も受けることになる。そして，評価の突き合

わせの結果，評価内容が適正であると評価されれば，

「あの企業が保有している知財はよいものに違いない」

との評判が立ち，保有している知財自体をブランド化

できる可能性がある。その結果，通常のブランドと同

様に，プレミアの価値が付くかもしれない。さらに，

ライセンス契約や損害賠償請求をする際に，日頃から

公表している評価どおりにライセンス料や損害賠償を

請求すれば，相手方にも裁判官にも，「争いごとになっ

たからふっかけてやがるな」といった印象を持たれる

ことを回避できる。そして，何よりも，日頃の評価の

結果が世間相場と一致することとなれば，日頃の評価

どおりに契約や請求が認められることになるはずであ

る。

加えて，知財のビジネス価値を評価するためには，

その前提として，対話を経て把握・構想された価値創

造メカニズムの見える化がなされているはずであり，

知財のビジネス価値を日頃から評価することは，5（3）

に記載の経営デザインシートの活用効果も継続的に奏

することになる。

このような日頃からの評価に貢献できる有力なプレ

イヤーの一人が弁理士であると考える。知財のビジネ

ス価値評価や経営のデザインにおける弁理士の皆様の

ご活躍を期待して，本稿を締め括りたい。

（注）

(1)報告書は，知的財産戦略本部の専用ウェブサイト「経営を

デザインする（知財のビジネス価値評価）」に掲載（https://

www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/keiei_design/index.html）

(2)S&P500 の株式時価総額に占める無形資産の割合は，1975

年では 17%，1985 年では 32% だったものが，2015 年では

87% に達しているとのデータもある。（Annual Study of

Intangible Asset Market Value from Ocean Tomo, LLC，ht

tp://www.oceantomo.com/2015/03/04/2015-intangible-asse

t-market-value-study/）

(3)一般財団法人企業活力研究所「新時代の非財務情報開示の

あり方に関する調査研究報告書（概要版）」，2018 年 3 月，

p.31（http://www.bpfj.jp/act/download_file/98193838/3490

2370.pdf）
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(4)前掲(1)を参照。

(5)貢献度の考え方としては，「25％ルール」や「利益三分法」

が知られているが，いずれも経験則に基づいて貢献度を設定

している。

(原稿受領 2018. 12. 3)
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